
県外の警察官を騙って電話をかけ、「あなたを逮捕する」
などと不安をあおり、ビデオ通話などで「警察手帳」や
「逮捕状」を示して信用させる
「守秘義務がある」等と言って相談できない状況をつくり、
「口座のお金を調べる必要がある」等と言ってお金を振り
込ませるなどする

令 和 ７ 年 ２ 月
大 分 県 警 察 本 部

財産を に換えるように
先日、県内で確認された警察官をかたる詐欺のなかには、
「捜査のために○○金属会社で金を買ってください。○○金属会社は、警察の協力会社
で、金の購入代金を振り込めば、振り込まれた紙幣の番号を警察が調べることができま
す。紙幣のシリアル番号を調べれば、あなたが犯罪に関与しているかが分かります。」

などと言って、大手貴金属会社に連絡させ、金を購入させようとする不審電話がありました。
犯人が教示した連絡先は、実際の大手貴金属会社で、購入を希望すれば、自宅に金が届くこ
とになります。
このような電話は
「購入した金を警察が回収します。」「後日、購入代金を振り込みます。」

などと言って、購入した金をだましとられる事案に発展します。
「あなたの口座が使えなくなるので、財産を金に換えた方が良い」
「紙幣のシリアル番号を調べるので、金を購入するように」

などと言われた場合は、詐欺を疑ってください。

詐欺のキーワード！！

「○○を逮捕したところ、あなたも関与していることが判明した」
「○○県警に電話を転送する」「あなたの通帳とカードを押収した」
「マネーロンダリング事件」「資金洗浄」「財産を凍結」「逮捕」
「起訴」「優先調査」「秘密保持」「守秘義務」

警察官からの、その電話！
オレオレ詐欺かも。

幅広い世代で被害発生！
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